
自治体施策研究会成果報告 ・後篇

共同研究報告

自治体施策研究会成果報告 ・後篇

安 達 和 志

は じめに

共同研究 「分権型社 会にお ける自治体施策 の現状 と課題」の こと

本稿 は、 神奈川 大学共 同研 究奨励制 度 に よる2001～2002年 度共 同研 究

「分権型社 会 にお ける 自治体 施策の現状 と課 題」 について、前号 に掲載 さ

れた 「自治体施策研 究会成果報告 ・前篇」 と題す る研 究代表者 ・交告尚史

氏 の報告 に引 き続 き、その 「後篇」 を受 け持 つ責任 を果たすべ く、研究 メ

ンバ ーの0人 である筆者 の分担範囲 を中心 に研究 の経緯 と成果 をま とめた

ものである。 もっ とも、本研究の趣 旨と経緯 については、す でに交告報告

で概略 的に述べ られているので、それ となるべ く重複 しない よう補足 的 に

記述す るに とどめる。 なお、本研 究の途上で、司法制度改革 の一環 として

の 「法科大学院」構想が にわかに現実化す るこ ととなった。 このため本研

究分担者 の大部分 が法科大学 院の開設準備 に多大の時間を費やす ことを余

儀 な くされ、 こう した事情 か ら当初の研究計画 をかな り縮小せ ざるをえな

か った ことを付記 してお きたい。

本研究は、初年度における文献資料収集 と数次の内部研究会 の開催の後、

2年 目には、 国内外 のい くつかの 自治体 に対す る訪問調査 を行 ったほか、

自治体 関係者等 を講師 に招 いて次の ような公 開研 究会 を開催 した。

・2002年7月27日 「青森県政の現状 と課題 一男女共同参画行 政 ・児童福

祉 行政 ・政策評価 を中心 に」

山谷文子氏(青 森県政策推進室広報担当主幹)
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・2003年3月18日 「透 明な自治体運営 を求めて 一

市民 と弁 護士の共働 のあ り方」

吉 岡和 弘氏(仙 台弁護士会)

それぞれの分野、それぞれの 自治体 の実情 に応 じて、各 自治体 における

問題意識、施策的な取 り組みや研究 の進展状況には自ずか ら相違があるが、

これ らの研究活動 を通 じて、解決が容易 で ない現代 の様 々な難題に最先端

で直面 している地域 ・自治体 の悩み、 困惑 とともに、諸課題 に住民 の生活

感覚 と住民 の 自治 ・参加 を意識 しなが ら対処 しようとす る各地域 の動 きを

見 ることがで きた ように思 う。以下で は、筆者が主 として担 当 した情報公

開施策 と広域 行政施策 に関す る報告 を行 うこととす る。

1情 報 公 開 施 策

1情 報公開法制定後 の条例 改正 の動向

行政機 関等が保有す る公文書の原則公 開 を義務づ け る情報 公開の制度化

に関 しては、周知 の とお り、1980年 代初 め以来 自治体 に よる条例制定が先

行 し、今や"つ くる時代"か ら"使 う時代"へ 移行 した ともいわれている。

2001年4月 に施行 された国の情報公開法(正 式 には 「行政機 関の保有す る

情 報の公 開に関す る法律」)は 、 自治体 の こ うした条例運用 の経験 と諸外

国の立法例 を参考 に規定内容 が周到 に配慮 され、なお不備 な部分が残 され

て はいる ものの、概 して よ く練 られた立法 となった。 同法41条 「地方公共

団体 は、 この法律 の趣 旨にのっ と り、その保有する情報の公 開に関 し必要

な施策 を策定 し、及 びこれ を実施す るよう努め なけれ ばな らない。」 との

規定 は、情 報公 開条例が未 だなか った 自治体 にその制定 を促す とともに、

現 に情報公開条例 を制定 していた 自治体 において も、「法律の趣 旨に」のっ

とった見直 し ・改正の動 きを全 国的に生 じさせ ることとなった。

一般 に国の法律が この ように一種 の立法モデルを示 して
、 同種 の条例等

の制定 を促 している場合 の 自治体 の対応 として、次 のパ ター ンが考 えられ

る。第1に 法律 に規定 された事項の全体 をほとん どその ままの文言で条例
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に引 き写す ケース、第2に 基本 的には法律規定の体裁 を踏襲 しつつ、地方

の実情等 に応 じて規定事項や内容 に部分的な追加 ・変 更等 を行 うケース、

第3に その 自治体独 自の発想 ・考 え方 を生 か した条例 づ くりをす るケース

であ る。第1の ケースは"コ ピー条例"と か"写 経型条例"、 さらに皮 肉

を込めて"パ クリ条例"な どと呼ばれることがあ り、またいわゆる"ユ ニー

ク条例"は 第3の ケースに当ては まることになろう。 この3パ ター ンは、

対象分野や 関係法制 の状況 によ り、 どれが よい と一概 にいえない場合 もあ

り、 コピー条例 に も、制定の容易性 ・迅速性、運用 の確実性 な どそれな り

の利点がないわけではない。 しか し、地方分権の趣 旨か らすれ ば、条例の

規定事項 ・内容等 に地方的 自主性がで きるだけ発揮 される ようでな くては

な らず、 また、住民 自治 を大 きな柱 とする 自治体が情報 の公開度 において

国 と横並 びで よい とす るのは不条理 であろ う。

現 に情報公開法制定 に前後 して改正が行 われ た情報公 開条例 には、第1

のケース または第2の ケースが かな り多 い ようで あるが、それ も子細 に検

討す ると都 道府県 条例 にその ような傾向が窺 われ る。 それに対 して、市町

村(特 別 区を含む)の 条例 の中には、第2の ケース または第3の ケース に

当たる ものが少 なか らず存在す ることが注 目され よう。

2市 町村条例 の多様性

全 国の市町村 条例 に関す る網羅 的かつ詳細 な比較対照 はなお今後 の課題

として、 ここで は、 国の情 報公 開法の規定 とは異 なる独 自の定めが ある も

のの1部 を例示 的に挙 げてお くこととしたい。

北海道 ・ニセコ町情報公 開条例13条 で は、 「公開請求 に係 る町政情報 が

存在 しない ときは」、「当該町政情報が不存在であ ることを理由 として公開

を しない旨の決定 をす る」 か、 「当該公 開請求 に係 る町政 に関す る文書 等

を新 た に作成 し、又 は取得 して、 当該文書等 を請求者 に対 して公 開す る旨

の決定 をす る」かの 「いずれか の措 置 を執 らなければな らない」 として、

請求 に応 じ必要 な情報 を作成 ・取得 す るいわゆるオーダー ・メイ ド条項 を
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設 けている。 また、同条例35・36条 では、町の出資法人等 と町か ら年間100

万 円以上の補助金 を受けている団体 について、実施機関が これ らの出資法

人 ・補助 団体等 か ら情報 を取得 して当該情報 を公開す るよう、努力 義務 を

課 している。

横須賀市情報公 開条例 には、情報公 開法7条 に規定 されている 「公益上

の理 由による裁量的 開示」条項(行 政文書 に非公開 とすべ き情報が記録 さ

れている場合 であって も、公益上特 に必要があ ると認め るときには、公 開

す ることがで きるとす る定め)が 設け られてい ない。 これは、請求対象文

書が非公 開情 報 に当たるか否 かの判断 に 「公益 上の必要」の有無 について

の比較衡量がすで に含 まれてお り、それに加 えて非公 開情報の裁量的開示

をあ えて認め る実益 に乏 しい とい う地方 自治的判断に よる もの と考 え られ

る(世 田谷区条例 も同旨)。

ll広 域 行 政 施 策 市 町村 合 併 問 題

前号 の交告報告で紹介 されている とお り、2002年9月30日 に、本研 究分

担者の うちの4名 が共 同で函館市役所の訪 問調査 を行 った。その際、筆者

は、国の地方分権施 策に関わる自治体の対応 を主 にヒア リング調査す るこ

ととして、函館市企画部企画管理課の岡崎圭子広域行政係長か らお話 を伺 っ

た。 岡崎氏 には、長時間懇切 にお相手 を していただいた ことに、 この場 を

借 りて御礼 を申 し上 げたい。以下 に、 その概要 の0部 を簡潔 にまとめてお

くこととする。

1市 町村 の 広域 的 協 力体 制 づ く り

(1)青 森 ・函 館 ツイ ン シテ ィ交 流

1988年3月 に青 函 トンネ ルが 開通 した こ とを契 機 に、 津 軽 海 峡 を挟 んで

u陸 続 き"と な
った青森 市 と函館 市 との 間で、1989年3月 に 「ツイ ンシテ ィ

(双 子 都 市)提 携 」 の盟 約 が締 結 され た。 同年4月 、 青 森 ・函 館 ツ イ ンシ

テ ィ推 進 協議 会 が 設 け られ、 そ れ 以来 、 両 市 の施 設 見学 会 、 ツ イ ンス ク ー
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ル交流、青函対抗総合体育大会、青森 ねぶ たまつ り ・函館 港 まつ り交流、

青函合 同物 産展 、社 会教育施設相互利用 な ど144の 交流事 業が行 われてい

る。新青函経 済文化圏の形成 をめざ して、幅広い分野 で交流の活発化 と連

携 の強化が企 図されている。

(2)地 方拠 点都市地域 の指定

1992年 に 「地方拠点都市地域 の整備 及び産業業務施設 の再配置の促進 に

関する法律」が制定 ・施行 されたのをうけて、1994年9月 に 「函館 圏地方

拠 点都市地域」 が指定 された(構 成市町村 は函館市、上磯 町、大野 町、七

飯 町の1市3町)。1994～2003年 度の10年 間を基本計画期 間 と して、"歴 史

と文化が香 る国際交流都市 圏"を 圏域 の将来像 に据 え、南北海道の発展 を

牽引する地方拠点都市 の形成 をめ ざす ものである。

(3)特 例市へ の移行

2000年4月 の地方分権一括法施行 によ り、政令指 定都市、 中核市 に加 え

て、人口20万 人以上 の政令 で指定す る市 を 「特例市」 にす る制度が新た に

創設 された。函館市は、同年8月 公布の政令 によって特例市の指定 をうけ、

同年11月 、特例市 に移行 した。 これによ り、地域 の実情 に応 じた個性あ る

まちづ くりを展 開 してい くこ とがで きるようになる とともに、 まち全体が

活性化 し、経済の振興 につ なが ることが期待 されてい る。

2市 町村合併 につ いての考 え方

(1)道 の方針

地方分権等への対応 を謳 う"平 成 の市町村大合併"が 国策 として強力 に

推進 されている中で、北海道 は、 自主的 な市 町村 の合併 の気運が醸成 され

るための取 り組み として、 「北海道市町村合併推進要綱」 を作成 してい る。

同要綱 には、道内市 町村の合併パ ター ンがモデル として示 されてお り、函

館市 との関係で は、パ ター ン①(函 館市、戸井町、恵山町、椴 法華村、南

茅部町)と パ ター ン②(函 館市 、上磯 町、大野町、七飯 町、戸井町)の

2つ が挙 げ られている。
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(2)隣 接 町村の状況 と市の姿勢

パ ター ン① は函館市 とその東部 にあ る3町1村 との組 み合 わせであ り、

比較的人口規模 が小 さ く、必ず しも交通至便 といえない3町1村 の方か ら

は合併へ の賛意が多 い と考 えられる。パ ター ン② は函館市 とその西部 にあ

る4町 との組み合 わせ であ り、 その中には経済 的に自立性が高い町 も含 ま

れてい るため、必ず しも合併へ の要望が強い とはい えない状 況 にある。他

方、市 としては、函館市が周辺市 町村 との問で これ まで築いて きた上記 の

ような圏域づ くりの歴史 をふ まえる必要 もあ り、現段 階では道が示 したパ

ター ンをもとに合併 を積極 的に進める とい う判 断には至 ってい ない。
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